
田原市における企業復興支援！

国 田原市 田原市

＋

　【 特定求職者雇用開発助成金 】の拡充 　【 復興支援金 】

　＜ 概　要 ＞
　　■ 「特定求職者開発助成金」を拡充し、被災離職者および被災地域に居住する求職者を雇い
　　　　入れた事業主を対象に５０万円（中小企業９０万円）を支給する特例措置を実施

　＜ 概　要 ＞
　 【 立地支援金 】
　　■ 企業の立地・操業に係る固定資産税相
　　　　当額を最大１０年間交付
　 【 移住支度金 】
　　■ 被災従業員の転入に要する費用を補助
　＜ 対　象 ＞
　　■ 被災事業所を経営する法人・個人であ

　　　　り、かつ指定区域内※において、新たに
　　　　事業所を取得（開設・借り受け）し、操業
　　　　する事業主
　　　※ 田原浦鬼塚地区、東三河臨海田原（１・２・４）区

　【 ３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 】の拡充

　＜ 概　要 ＞
　　■ 被災した卒業後３年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、
　　　　「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の支給額の拡充と要件を緩和
　＜ 対　象 ＞
　　■ 「震災特例専用求人」を提出し、平成２１年３月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定
　　　　した就労経験がない既卒者を雇い入れた事業主

　【 ３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金 】の拡充

　＜ 概　要 ＞
　　■ 被災した卒業後３年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、
　　　　「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」の支給額の拡充と要件を緩和
　＜ 対　象 ＞
　　■ 「震災特例専用求人」を提出し、平成２１年３月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験
　　　　がない既卒者を雇い入れた事業主

特定求職者雇用開発助成金 上乗せ助成 立地支援金

＋◆ 支給額　５０万円（中小企業９０万円） 　◆ 上乗せ額　２２．５万円／年／人
　　　助成期間　２年
　◆ 中小企業事業主のみ対象

◆ 土地・家屋・償却資産に課せられる固定
　　資産税相当額を最大１０年間交付（５年
　　間は全額、６年目以降は半額）
　※ 償却資産相当額は３年間のみ全額交付

３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 上乗せ助成 移住支度金

＋
◆ 支給額　６０万円
　　正規雇用から３ヵ月定着した場合

　◆ 上乗せ額　２０万円／年／人
　　　助成期間　２年
　◆ 中小企業事業主のみ対象

◆ 事業者が被災従業員に支給した移住
　　費用の１／２以内
◆ 上限　２０万円（単身者は半額）

３年以内既卒者（新卒扱い）
採用拡大奨励金

上乗せ助成

＋
◆ 支給額　１２０万円
　　正規雇用から６ヵ月定着した場合
◆ 雇用保険適用事業所単位で１事業所
　　最大１０回（震災特例対象者１０人）ま
　　で支給が可能

　◆ 上乗せ額　２０万円／人
　　　助成期間　 ２年
　◆ 中小企業事業主のみ対象

愛知県 田原市

　【 あいちガンバロー資金 】

　＜ 概　要 ＞
　　■ 東日本大震災の影響を受ける中小企業者に対し、短期の運転資金を確保していただくため
　　　　の「つなぎ資金」
　＜ 対　象 ＞
　　■ 東日本大震災による災害の影響を直接的に又は間接的に受け、直近１ヵ月の売上高又は売
　　　　上高総利益額が、前年同月又は２年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者

あいちガンバロー資金 商工金融利子補給金

＋◆ 使途・限度額　運転資金 ５千万円
◆ 信用保証料　　０．３８～１．７４％
　※ 県が契約時の信用保証料を全額負担

◆ 貸付に対しての利子補給
　　年１．５％以内（４５万円を限度）
◆ 中小企業事業主のみ対象

　【 経済対策特別資金（経済環境適応資金） 】の拡充

　＜ 概　要 ＞
　　■ 東日本大震災による災害の影響（間接的影響を含む）を受け、売上高等が減少している中
　　　　小企業者の資金繰りを支援するため、県融資制度「経済対策特別資金（経済環境適応資
　　　　金）」の融資条件を緩和
　＜ 対　象 ＞
　　■ 東日本大震災による災害の影響を直接的に又は間接的に受け、直近１ヵ月の売上高又は売
　　　　上高総利益額が、前年同月又は２年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者

経済対策特別資金（経済環境適応資金）

◆ 融資限度額　１億円
◆ 資金使途　運転資金・設備資金
◆ 融資期間・利率
　　  設備・運転　　３年　年１．５％
　　　　設備・運転　　５年　年１．６％
　　　　設備・運転　　７年　年１．７％
　　　　設備         　１０年　年１．８％



田原市オリジナル支援（被災者全てが対象）！

● 被災者フルサポート窓口の開設

● 住居等の斡旋
◆ 宅地の斡旋、公営住宅・企業社宅の斡旋、民間住宅の紹介

● 震災関連 税務相談窓口の開設
◆ 被害を受けた方々の各種税制上の取扱い（税制改正含む）に関する優遇措置等について、相談窓口を開設

● 愛知県受入被災者登録制度
　◆ 登録された被災者に、被災自治体や愛知県内市町村等の情報提供やサポートを行うもの（田原市役所でも登録可能）

● 被災世帯見舞金の支給
　◆ 「災害救助法適用市町村」および「福島原発30km圏内」の世帯が対象、被災者１人１万円（限度額１世帯５万円）支給

　※ 条件 ： 罹災証明・被災証明の発行対象者で、市内に３０日以上居住または居住見込み

● 当座の生活費の貸付
　◆ 被災者に、当面の生活費を貸与

　・ 生活福祉資金 ： 限度額１０万円（条件により２０万円）
　・ 災害被災者支援資金 ： 限度額３０万円
　　※ 返済期限 ： １年間の据置期間経過後２年以内（無利子）

● 生活相談
　◆ 収入を得ることができないなど、生活に困っている方の相談に対応

● 高齢者への対応
　◆ 既に要介護認定を受けている方は、従前の要介護度で介護サービスを受けることが可

◆ 新たに介護サービスが必要になった場合も相談に対応

● 障害者等への対応
　◆ 受給者証を消失等された方でも、障害福祉等のサービスを受けることが可

◆ 利用者負担の減免制度などの相談に対応
◆ 各種手当などの手続き等を市役所で行うことが可

● 健診等
　◆ 成人保健事業（がん検診等）、母子保健事業（乳幼児健診、乳幼児訪問、予防接種等）を無料で実施。

● 保育所の受入れ
◆ 住所変更を行わずに（被災地の住所のままで）保育園への入所が可能
◆ 平成２３年度中は保育料無料（３歳以上児は給食費（主食代）４５円／日が必要）
◆ 園児服・備品等を無料貸与
◆ 仕事などの都合で一時的に保育できない場合には、田原市民と同様の料金で利用可能
　・ ３歳未満児 ： １，５００円／日 、 ３歳以上児 ： １，０００円／日

● 児童に関する各種手当
◆ 児童に関する各種手当などの手続き相談や住所地との連絡調整を実施

● 子どもの相談
◆ 子どもの養育や心身の障害などに関する相談に対応

● 小中学校の受け入れ
◆ 児童生徒（新入生含む）の学用品、学校給食費等相当額を助成

● 市役所出張サービス
◆ 生活関連情報（病院・駅・郵便局等へのアクセス方法、ゴミの出し方、地域情報等）の訪問説明
◆ 田原市周遊ツアーの実施
　・ 公用車で「居住地周辺」「病院」「学校」「スーパー」「観光スポット」「癒しの空間」等をご案内

● 自転車の無料長期貸し出し（パンク等の維持修繕費も無料）

● 野菜セット（約１週間分）を無料提供
※ 田原市は農業出荷額日本一、代表作物（キャベツ、ブロッコリー、トマト）

● 就業先斡旋
◆ 民間企業・農家等における、「パート」「アルバイト」斡旋
◆ 緊急雇用創出事業基金事業における市直接雇用事業にて配慮

国 愛知県 田原市

　【 東日本大震災復興緊急保証 】

　＜ 概　要 ＞
　　■ 直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、３階建ての信用保証枠を用意。
　　■ 一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保１億６千万円、最大５億６千万円まで利用が可能。
　＜ 対　象 ＞
　　■ 震災被害により、経営に支障を来している次の中小企業者等
　　　ア．特定被災区域内で今般の地震・津波等により直接又は間接被害を受けた方
　　　イ．原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の方
　　　ウ．特定被災区域外で特定被災区域内の事業者との取引関係により被害を受けた方　等

東日本大震災復興緊急保証
サポート資金【震災復興】

（経済環境適応資金）
商工金融利子補給金

＋ ＋

◆ 対象資金　事業再建資金その他の経営
　　　　　　　　　の安定に係る資金
◆ 保証限度額
　　○ 普通 ： ２億円
       ○ 無担保 ： ８千万円
　　　○ 無担保無保証人 ： １２５０万円
　　　　ア）保証割合は融資額の１００％

　　　　イ）保険てん補率は９０％

◆ 保証料率　０．８％以下
◆ 保証人　代表者保証のみ

◆ 融資限度額　２億８，０００万円
◆ 資金使途　運転資金・設備資金
◆ 融資期間・利率
　　  設備・運転　　３年　年１．１％
　　　　設備・運転　　５年　年１．３％
　　　　設備・運転　　７年　年１．４％
　　　　設備         　１０年　年１．５％

◆ 無担保保証限度額　原則８，０００万円
◆ 保証料率 ０．７２％（一律）
◆ 保証人　原則として法人の代表者のみ

◆ 貸付に対しての利子補給
　　年１．５％以内（４５万円を限度）
◆ 中小企業事業主のみ対象


